
平
成
二
十
九
年
三

月
に
決
定
し
た
「
働

き
方
改
革
実
行
計
画
」

（
平
成
二
十
九
年
三

月
二
十
八
日
働
き
方

改
革
実
現
会
議
決
定
）

に
お
い
て
、
テ
レ
ワ
ー

ク
や
副
業
・
兼
業
に

つ
い
て
、
「
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
の
制
定
な
ど

実
効
性
の
あ
る
政
策

手
段
を
講
じ
て
、
普

及
を
加
速
さ
せ
て
い

く
。
」
と
し
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
を
踏
ま

え
て
、
九
名
の
有
識

者
に
よ
る
「
柔
軟
な

働
き
方
に
関
す
る
検

討
会
」
が
平
成
二
十

九
年
十
月
か
ら
十
二

月
ま
で
の
間
に
六
回

開
催
さ
れ
、
雇
用
型

テ
レ
ワ
ー
ク
、
自
営
型
（
非
雇
用

型
）
テ
レ
ワ
ー
ク
、
副
業
・
兼
業

と
い
っ
た
働
き
方
に
つ
い
て
、
そ

の
実
態
や
課
題
の
把
握
及
び
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
策
定
等
に
向
け
た
検

討
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

テ
レ
ワ
ー
ク
と
は
、IC

T

（
情
報

通
信
技
術
）
を
活
用
し
た
、
場
所

や
時
間
に
と
ら
わ
れ
な
い
柔
軟
な

働
き
方
の
こ
と
で
す
。
総
務
省
で

は
、
テ
レ
ワ
ー
ク
を
導
入
す
る
こ

と
の
意
義
・
効
果
と
し
て
図
２
の

と
お
り
と
し
て
い
ま
す
。

テ
レ
ワ
ー
ク
の
主
な
形
態
と
し
て
、

①
雇
用
型
テ
レ
ワ
ー
ク
と
②
自
営

型
テ
レ
ワ
ー
ク
が
あ
り
ま
す
。

（
図
１
）

一
方
、
①
雇
用
型
テ
レ
ワ
ー
ク

で
は
、
長
時
間
労
働
に
つ
な
が
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
の
指
摘
や
、
②

自
営
型
テ
レ
ワ
ー
ク
で
は
、
注
文

者
や
仲
介
事
業
者
と
の
間
で
様
々

な
ト
ラ
ブ
ル
に
直
面
し
て
い
る
と

の
指
摘
等
が
あ
り
ま
す
。

検
討
会
の
報
告
で
は
、
①
雇
用

型
テ
レ
ワ
ー
ク
と
②
自
営
型
テ
レ

ワ
ー
ク
に
つ
い
て
、
次
の
対
応
が

必
要
で
あ
る
、
と
し
て
い
ま
す
。

①

雇
用
型
テ
レ
ワ
ー
ク

「
情
報
通
信
機
器
を
活
用
し
た
在

宅
勤
務
の
適
切
な
導
入
及
び
実
施

の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
改

正
し
、
「
情
報
通
信
技
術
を
利
用

し
た
事
業
場
外
勤
務
の
適
切
な
導

入
及
び
実
施
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
」
と
し
、
広
く
周
知
を
図
っ

て
い
く
こ
と
。

②

自
営
型
テ
レ
ワ
ー
ク

「
在
宅
ワ
ー
ク
の
適
正
な
実
施
の

た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
改
正

し
、
「
自
営
型
テ
レ
ワ
ー
ク
の
適

正
な
実
施
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
と
し
、
広
く
周
知
を
図
っ
て

い
く
こ
と
。

現
行
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
事

業
者
性
の
弱
い
も
の
を
保
護
の
必

要
性
が
高
い
も
の
と
と
ら
え
て
お

り
、
今
後
と
も
、
そ
の
考
え
方
は

維
持
す
べ
き
で
あ
る
。

周
知
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
自

営
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
に
直
接
発
注

す
る
注
文
者
だ
け
で
な
く
仲
介
事

業
者
も
含
め
た
関
係
者
に
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
周
知
・
広
報
す
る
こ
と

や
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
内
容
を
適

切
に
反
映
し
た
実
際
に
使
い
や
す

い
契
約
書
の
ひ
な
形
を
併
せ
て
周

知
す
る
こ
と
。

検
討
会
の
報
告
に
は
、
副
業
・

兼
業
の
必
要
性
と
対
応
策
が
ま
と

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
労
働
者
が
主
体
的
に
自
ら
の
働

き
方
を
考
え
、
選
択
で
き
る
よ
う
、

副
業
・
兼
業
を
促
進
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

●
ひ
と
つ
の
企
業
内
に
限
定
し
な

い
副
業
・
兼
業
は
、
企
業
に
と
っ

て
優
秀
な
人
材
を
活
用
す
る
手
段

と
も
な
り
う
る
。

●
長
時
間
労
働
、
企
業
へ
の
労
務

提
供
上
の
支
障
や
企
業
秘
密
の
漏

洩
等
を
招
か
な
い
よ
う
留
意
し
つ

つ
、
雇
用
さ
れ
な
い
働
き
方
も
含

め
、
そ
の
希
望
に
応
じ
て
幅
広
く

副
業
・
兼
業
を
行
え
る
環
境
を
整

備
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

●
行
政
の
対
応
と
し
て
、

１
、
厚
生
労
働
省
で
示
す
モ
デ
ル

就
業
規
則
規
定
を
、
労
務
提
供
上

の
支
障
や
企
業
秘
密
の
漏
洩
が
生

じ
る
場
合
等
以
外
は
副
業
・
兼
業

を
認
め
る
内
容
に
改
め
る
こ
と
。

２
、
労
働
者
と
企
業
そ
れ
ぞ
れ
の

留
意
点
と
そ
の
対
応
方
法
を
示
す

こ
と
。
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検
討
会
の

開
催
趣
旨

テ
レ
ワ
ー
ク
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
は
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
五

日
に
「
柔
軟
な
働
き
方
に
関
す
る
検
討
会
」
報
告
を

公
表
し
ま
し
た
。

副
業
・
兼
業
に
つ
い
て

在宅勤務

モバイルワーク

施設利用型勤務

自宅を就業場所とするもの

施設に依存せず、いつでも、どこで

も仕事が可能な状態なもの

サテライトオフィス、テレワークセ
ンター、スポットオフィス等を就業
場所とするもの

施設利用型勤務

施設利用型勤務
主に他のものが代わって行うことが
容易な仕事を行い、独立自営の度合
いが薄いもの

主に専業性が高い仕事を行い、独立

自営の度合いが高いもの

①雇用型テレワーク（企業に勤務する被雇用者が行う
テレワーク）

②自営型テレワーク（個人事業者、小規模事業者等が行う

テレワーク）

（注）実施頻度によって、常時テレワークと、テレワーク勤務が週1～2日や
月数回、または1日の午前中だけなどに限られる随時テレワークがあります。

（図1）



３
、
労
働
者
が
副
業
・
兼
業
を
実

現
し
て
い
る
好
事
例
を
周
知
し
て

い
く
こ
と
。

が
必
要
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
形
態
の
副
業
・
兼
業

に
お
い
て
も
、
長
時
間
労
働
に
な

ら
な
い
よ
う
留
意
し
て
行
わ
れ
る

こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
労
働
基
準

法
の
労
働
時
間
規
制
を
潜
脱
す
る

よ
う
な
形
態
や
、
合
理
的
な
理
由

な
く
労
働
条
件
を
労
働
者
の
不
利

益
に
変
更
す
る
よ
う
な
形
態
で
行

わ
れ
る
副
業
・
兼
業
は
認
め
ら
れ

な
い
、
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
労
働
時
間
管
理
や
健
康

管
理
、
税
申
告
、
労
災
給
付
等
の

現
行
制
度
の
解
釈
に
つ
い
て
、
誰

が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
ど
の
よ
う

な
義
務
を
負
う
の
か
、
早
期
に
具

体
的
な
整
理
を
示
す
べ
き
で
あ
る
、

と
し
て
い
ま
す
。

民
法
の
う
ち
債
権
関
係
の
規
定

に
つ
い
て
、
平
成
二
十
九
年
五
月

二
十
六
日
民
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第

四
十
四
号
）
が
成
立
し
、
同
年
六

月
二
日
に
公
布
さ
れ
、
一
部
の
規

定
を
除
き
、
平
成
三
十
二
年
（
二

〇
二
〇
年
）
四
月
一
日
か
ら
施
行

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

消
滅
時
効
期
間
の
統
一
化
や
短

期
消
滅
時
効
の
廃
止
が
盛
り
込
ま

れ
た
改
正
民
法
（
債
権
関
係
）
の

成
立
に
伴
い
、
労
働
基
準
法
で
特

例
が
定
め
ら
れ
て
い
る
賃
金
請
求

権
等
の
消
滅
時
効
期
間
の
在
り
方

を
検
討
す
る
「
賃
金
等
請
求
権
の

消
滅
時
効
の
在
り
方
に
関
す
る
検

討
会
」
が
昨
年
十
二
月
二
十
六
日

に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
検
討
会
で
は
、
次
の
内
容

が
議
論
さ
れ
、
平
成
三
十
年
夏
を

目
途
に
と
り
ま
め
を
行
う
予
定
で

す
。

１
）
労
働
基
準
法
第
百
十
五
条
の

対
象
と
な
る
賃
金
等
請
求
権
の
消

滅
時
効
期
間

２
）
労
働
基
準
法
第
百
十
五
条
の

消
滅
時
効
の
起
算
点

３
）
年
次
有
給
休
暇
請
求
権
の
消

滅
時
効
期
間
（
繰
越
期
間
）

４
）
そ
の
他
の
関
連
規
定
（
書
類

の
保
存
期
間
や
付
加
金
等
）

現
行
で
は
時
効
期
間
が
「
二
年
」

と
定
め
ら
れ
て
い
る
未
払
い
賃
金

や
年
次
有
給
休
暇
の
請
求
権
や
、

「
三
年
間
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る

労
働
者
名
簿
や
賃
金
台
帳
そ
の
他

の
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
書
類

の
保
存
期
間
に
も
影
響
を
及
ぼ
す

の
か
、
実
務
に
多
大
な
影
響
を
与

え
る
非
常
に
重
要
な
論
点
が
含
ま

れ
て
お
り
、
議
論
の
行
方
が
注
目

さ
れ
ま
す
。

十
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有

期
事
業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

○
源
泉
徴
収
税
額
・
住
民
税
特
別

徴
収
税
額
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

二
十
日

○
特
例
に
よ
る
源
泉
徴
収
税
額
の

納
付
（
前
年
七
月
～
十
二
月
分
）

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

三
十
一
日

○
労
働
者
死
傷
病
報
告
の
提
出

（
休
業
四
日
未
満
、
十
月
～
十
二

月
分
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

○
労
働
保
険
料
の
納
付
（
延
納
第

三
期
分
）
［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
法
定
調
書
（
源
泉
徴
収
票
・
報

酬
等
支
払
調
書
・
法
定
調
書
合
計

票
）
の
提
出

［
税
務
署
］

○
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
（
一

月
一
日
現
在
の
も
の
）［

市
区
町
村
］

○
個
人
の
道
府
県
民
税
・
市
町
村

民
税
の
納
付
（
第
四
期
分
）

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

本
年
最
初
の
給
料
の
支
払
を
受
け

る
日
の
前
日
ま
で

○
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等
申

告
書
の
提
出

［
給
与
の
支
払
者
］

○
本
年
分
所
得
税
源
泉
徴
収
簿
の

書
換
え

［
給
与
の
支
払
者
］
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イ
ヌ
よ
り
ネ
コ
の
方
が
飼
い
や

す
い
、
と
い
う
現
れ
で
し
ょ
う
か
。

昨
年
十
月
現
在
で
、
全
国
の
ネ
コ

の
飼
育
頭
数
が
イ
ヌ
の
飼
育
頭
数

を
上
回
っ
た
と
の
デ
ー
タ
が
発
表

さ
れ
ま
し
た
。

今
年
は
戌
年
（
い
ぬ
ど
し
）
で

す
。

（
ぎ
ん
）

藤田社会保険労務士事務所

e-mail
k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・FAX 075-611-5300

〒612-8017
京都市伏見区桃山南大島町1-4-41-504

編
集
後
記

一
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

少子高齢化対策の推進

・人口構造の急激な変化の中で、個々人の働く意欲に応え、その能力を遺憾なく
発揮し活躍できる環境の実現に寄与

・女性・高齢者・障がい者等の就業機会の拡大
・「出産・育児・介護」と「仕事」の二者選択を迫る状況を緩和
・労働力人口の減少のカバーに寄与

・家族と過ごす時間、自己啓発などの時間増加
・家族が安心して子どもを育てられる環境の実現

・UJIターン・二地域居住や地域での企業等を通じた地域活性化

・交通代替によるCO2の削減等、地球温暖化防止への寄与

・柔軟な働き方の実現により、有能・多様な人材の確保と流出防止、能力の活用が
可能に

・顧客訪問回数や顧客滞在時間の増加
・迅速、機敏な顧客対応の実現

・スペースや紙などオフィスコストの削減と通勤・移動時間や交通費の削減等

・オフィスの分散化による、災害時等の迅速な対応

・新型インフルエンザ等への対応

《総務省ホームページ：ICT利活用の促進 ⇒ テレワークの推進 より》

ワーク・ライフ・バランスの実現

地域活性化の推進

環境負荷軽減

有能・多様な人材の確保生産性の向上

営業効率の向上・顧客満足度の向上

コスト削減

非常災害時の事業継続

（図2）


